
第２回全体会 審議資料 

令和元年１０月２４日 

    第11期東京都生涯学習審議会   



 第２回全体会 次第 
 
 １ 開会 

 ２ 委員紹介 

 ３ 議事 

  （１）報告① 

     区市町村の青少年教育事業（中学生以上）の実施概況 

  （２）報告② 

     ユース・プラザの概要 

  （３）審議 

 ４ 今後の予定 

 ５ 閉会 
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 ３ 議事 
 

  （１）報告  
    区市町村の青少年教育事業（中学生以上）の 
   実施概況 
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1.   区市町村の青少年教育事業（中学生以上）の 
   実施概況 

【調査概要】 
 
●依頼先 
  都内全区市町村（６２自治体）： 教育委員会生涯学習・社会教育主管課及び 
                                       首長部局生涯学習主管課 

●対象事業 
  平成３０年度に実施した青少年を主たる対象にした事業 

   ※中学生以上30歳未満のもの（中学生、高校生、 専門学校・大学生等及び学校を卒業している  

     社会人等） 

 

●対象範囲等 
  ・教育委員会事務局及び首長部局の青少年教育主管部署等が所管す 
   る事業及び教育委員会事務局及び首長部局が所管する事業所・青少 
   年施設における事業 
 
  ・教育委員会事務局、首長部局及び事業所等、行政が直接実施する事 
   業の他、関係機関との共催で実施する事業や委託・指定管理事業者 
   が実施する事業 
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2.  対象事業数 

事業数 554事業 （区：303事業  市町村：251事業） 

区 
55% 

市町村 
45% 

事業数：区市町村割合 

5 



3.  対象別事業数 

中学生 高校生
専門学校
・大学生

学校を卒
業してい
る30歳未
満の成年

指導者

区 201 169 134 126 0

市町村 169 120 85 63 0

全体 370 289 219 189 0

中学生 

35% 

高校生 

27% 

専門学校 

・大学生 

20% 

学校を卒業して

いる30歳未満

の成年 
18% 

指導者 

0% 
全 体 

中学生 

32% 

高校生 

27% 

専門学校 

・大学生 

21% 

学校を卒業して

いる30歳未満

の成年 
20% 

指導者 

0% 区 

中学生 

39% 

高校生 

28% 

専門学校 

・大学生 

19% 

学校を卒業して

いる30歳未満

の成年 
14% 

指導者 

0% 
市町村 
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4.  実施回数（単発・連続） 

単発 連続

区 115 188

市町村 127 124

全体 242 312

単発 
38% 

連続 
62% 

区 

単発 
51% 

連続 
49% 

市町村 

単発 
44% 連続 

56% 

全体 
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５．実施主体別事業数①（直営・委託） 

直営 
73% 

委託 
27% 

市町村 

直営 
38% 委託 

62% 

区 

直営 
54% 

委託 
46% 

全体 

直営 委託

区 102 166

市町村 169 64

全体 271 230
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５．実施主体別事業数②（全体：内訳） 

全体 事務局 青少年施設
生涯学習会館・社会
教育・公民館・文化

センター
図書館 博物館等 その他

直営 96 27 59 39 43 7

委託 153 33 72 73 43 31

事務局 
35% 

青少年施設 
10% 

生涯学習会

館・社会教育・

公民館・文化

センター 
22% 

図書館 
14% 

博物

館等 
16% 

その他 
3% 

全体（直営） 

事務局 
66% 

青少年施設 
3% 

生涯学習会

館・社会教育・

公民館・文化

センター 
6% 

図書館 
15% 

博物館等 
0% 

その他 
10% 

全体（委託） 
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５．実施主体別事業数③（区：内訳） 

区 事務局 青少年施設
生涯学習会館・社
会教育・公民館・文

化センター
図書館 博物館等 その他

直営 35 6 19 23 18 1

委託 104 6 13 34 0 9

事務局 
34% 

青少年施設 
6% 

生涯学習会館・社

会教育・公民館・

文化センター 
19% 

図書館 
22% 

博物館等 
18% 

その他 
1% 

区（直営） 

事務局 
63% 

青少年施設 
4% 

生涯学習会館・社

会教育・公民館・

文化センター 
8% 

図書館 
20% 

博物館等 
0% 

その他 
5% 

区（委託） 
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５．実施主体別事業数④（市町村：内訳） 

市町村 事務局 青少年施設
生涯学習会館・社
会教育・公民館・文

化センター
図書館 博物館等 その他

直営 61 21 40 16 25 6

委託 49 0 0 0 0 15

事務局 
36% 

青少年施設 
12% 

生涯学習会館・社

会教育・公民館・

文化センター 
24% 

図書館 
9% 

博物館等 
15% 

その他 
4% 

市町村（直営） 

事務局 
77% 

青少年施設 
0% 

生涯学習会館・社

会教育・公民館・文

化センター 
0% 

図書館 
0% 

博物館等 
0% 

その他 
23% 

市町村（委託） 
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6．所管別（教育委員会・それ以外） 

教育 それ以外

区 153 150

市町村 132 119

全体 285 269

教育 
51% 

それ以外 
49% 

全体 

教育 
50% 

それ以外 
50% 

区 

教育 
53% 

それ以外 
47% 

市町村 
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７．講座内容別① 

197 

25 

1 

19 

3 

5 

5 

21 

19 

8 

講座・セミナー 

社会体験・ボラ・キャリア 

野外活動・自然体験 

まつり・コンサート・大会式典 

障害者 

国際理解・国際交流 

異世代交流 

ジュニアリーダー 

学習支援(貧困・外国籍) 

その他 

区 

115 

27 

8 

32 

10 

7 

20 

14 

9 

9 

講座・セミナー 

社会体験・ボラ・キャリア 

野外活動・自然体験 

まつり・コンサート・大会式典 

障害者 

国際理解・国際交流 

異世代交流 

ジュニアリーダー 

学習支援(貧困・外国籍) 

その他 

市町村 

312 

52 

9 

51 

13 

12 

25 

35 

28 

17 

講座・セミナー 

社会体験・ボラ・キャリア 

野外活動・自然体験 

まつり・コンサート・大会式典 

障害者 

国際理解・国際交流 

異世代交流 

ジュニアリーダー 

学習支援(貧困・外国籍) 

その他 

全体 
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７．講座内容別②（平成14年度実績との比較） 

※平成14年度調査：「東京 青年教育事業のいま 2003」東京都水元青年の家 
              調査対象：都内教育委員会事務局及び社会教育施設 
              事業対象：青年（概ね16歳以上）及び指導者を対象とした事業 
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56.3% 

9.4% 

1.6% 

9.2% 

2.3% 

2.2% 

4.5% 

6.3% 

5.1% 

3.1% 

25.9% 

8.9% 

8.0% 

12.8% 

17.3% 

3.2% 

8.6% 

10.5% 

0 

4.8% 

講座・セミナー 

社会体験・ボラ・キャリア 

野外活動・自然体験 

まつり・コンサート・大会式典 

障害者 

国際理解・国際交流 

異世代交流 

ジュニアリーダー 

学習支援(貧困・外国籍) 

その他 

平成30年度 平成14年度 



８．都内の青少年を対象とした施設の設置状況 
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宿泊  

都内４ 

宿泊  

都外１６         日帰り 41 

■設置自治体  １７区１３市１村   

■施設数  ６１  

・令和元年度区市町村生涯学習・社会教育行財政調査 （東京都教育庁 令和元年５月１日現在） 

・青少年育成ハンドブック2018（東京都生活文化局 平成３１年３月） 



  
 ３ 議事 
 

  （２）報告  
    ユース・プラザの概要 
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目 次 
１ ユース・プラザの概要 

 （１）ユース・プラザとは 

 （２）施設概要 

 （３）東京スポーツ文化館 

 （４）高尾の森わくわくビレッジ 

２ 運営状況 

 （１）貸館業・宿泊事業 

 （２）社会教育事業 

 （３）ユース・スクエア事業 
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１ ユース・プラザの概要 （１）ユース・プラザとは 

◆ユース・プラザ整備の考え方  
 

老朽化の進んだ青年の家を再編・整備し、青少年を取り巻く環境の変化や、ニーズの多
様化･高度化に対応可能な、新たな青少年社会教育施設として、ユース･プラザを区部と
多摩地域に１ヵ所ずつ設置する。整備・運営等はＰＦＩ手法により行う。 
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◆ユース・プラザ検討の経緯 
 

平成 ８年６月 第22期東京都社会教育委員の会議の助言 
          「新しい青少年社会教育施設 ユース･プラザのあり方」 
平成10年１月 東京都教育委員会決定 
          「青年の家の再編･整備（ユース･プラザ建設）方針について」 
平成10年３月 「ユース・プラザ整備方針」（生涯学習部） 
平成10年９月 第３回定例会「青年の家条例の一部改正」 
平成11年３月 「区部ユース･プラザ（仮称）基本計画」 
平成12年５月 「多摩地域ユース･プラザ（仮称）の基本構想」 

◆参考：青年の家廃止状況 
 

平成13年3月31日 五日市青年の家 廃止 
平成14年3月31日 八王子・青梅・狭山・武蔵野各青年の家 廃止 
平成16年3月31日 水元青年の家 廃止 
平成17年3月31日 府中青年の家 廃止 



１ ユース・プラザの概要 （１）ユース・プラザとは 

○ユース・プラザは、「ユース・プラザ整備方針」に基づき設置されている施設
であり、ＰＦＩ事業として運営されている。 

19 

ユース・プラザの主な機能 

体験学習の場 

主体的活動や交流の場 

自立（律）を促す場 

ネットワークの拠点 

ユース・プラザの主な事業 

①貸館業・宿泊事業 
・会議室、体育館、プール等の貸出し及び宿泊 

②社会教育事業 
・特に公共性・社会性が強く、都の政策的要請 
   を踏まえた講座、体験活動、交流事業等 

③ユース・スクエア事業 
・青少年の活動に関する相談対応や情報提供、 
 団体等の活動成果の発表や交流機会の提供 
 

基本コンセプト 
 

青少年の自立と社会性の発達を支援するための社会教育施設 



１ ユース・プラザの概要 （２）施設概要 

【設置目的】  
  ○ 青少年の自立と社会性の発達を支援 
    多様な人々が集まり、様々な活動を通じて青少年が集団の中での交流や自己表現 
  を経験することのできる機会と場を提供する。 
 ○ 生涯学習の振興 
   青少年に焦点を当てた施設であることに加えて、その施設や機能を有効に活用し、 
  都民の生涯学習の場としての役割を持たせる。 

〈 東京スポーツ文化館 〉 
所在地：東京都江東区夢の島二丁目１番３号 
敷地面積：27,022㎡（8,188坪） 
建築面積（既存棟） 9,582㎡ 
      （増築棟） 2,037㎡ 
延床面積：（既存棟） 12,455㎡ 
       （増築棟）  4,960㎡ 
主要構造： 
既存棟 ＲＣ構造 
（一部Ｓ構造） 
増築棟 ＲＣ構造 
（一部Ｓ構造） 
定員： 
①宿泊室 約250名 
※事業期間満了時（令和5年度）の建築年数（47年） 
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〈 高尾の森わくわくビレッジ 〉 
所在地：東京都八王子市川町55番地 
敷地面積：65,964㎡（19,954坪） 
建築面積： 7,085㎡（ 2,143坪） 
延床面積：14,782㎡（ 4,471坪） 
 
主要構造： 
ＲＣ構造 
４階建て、一部鉄骨造り 
 
定員： 
①宿泊室    約200名 
②テントサイト 約100名 
 
※事業期間満了時（令和6年度）の建築年数（37年） 



１ ユース・プラザの概要 （３）東京スポーツ文化館 

○ 青少年を中心として、多くの都民が文化・芸術活動やスポーツ活動を通じて交流・学習活動を行う施設 
○ なお、本施設は都立夢の島体育館として親しまれてきたスポーツ施設と文化施設を転用し、新たに宿泊 
 施設等を増設し、平成16年３月31日にオープンした。 
 

【施設のコンセプト】 
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１ ユース・プラザの概要 （３）東京スポーツ文化館  

  
 

 

東
京
ス
ポ
ー
ツ
文
化
館
（Ｂ
ｕ
ｍ
Ｂ
） 

の 

業 

務 

   １．施 設 提 供 

（１）宿泊施設（ユニバーサルデザイン対応）、宿泊関連施設 

（２）活動施設 
   ①スポーツ施設（メインアリーナ、温水プール、アーチェリー 
   場等１１種類） ※民間が提案したフットサルコート（３面） 
   ②文化施設（ミュージックスタジオ、アクターズスタジオ、 
   研修室等） 

  ３．ユース・スクエア 
（１）相  談         （２）活動情報提供 
（３）利用者相互の交流  （４）ボランティア活用 

  ２．社 会 教 育 事 業 
 青少年の自立と社会性の発達支援が目的 
 平成31年度は、７本の企画を実施 

（３）その他 
   ①ワークルーム 
   ②ボランティアルーム 
   ③キッズルーム（託児所） 
   ④保健室 

  ４．スポーツ教室  水泳、フィットネス、アーチェリーの３教室 

【主な業務】 
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１ ユース・プラザの概要 （４）高尾の森わくわくビレッジ 

○多摩地域の自然環境・野外施設を生かした多様な体験学習活動や周辺の福祉施設・関連団体と連携した様々   
   なボランティア活動を行う施設として、2005（平成17）年４月にオープンした。 

  

【施設のコンセプト】 
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１ ユース・プラザの概要 （４）高尾の森わくわくビレッジ 

  
 

 

高 

尾 

の 

森 

わ 

く 

わ 

く 

ビ 

レ 

ッ 

ジ 

の 

業 

務 

   １．施 設 提 供 

（１）宿泊施設（ユニバーサルデザイン対応）、宿泊関連施設 

（２）活動施設 
   ①野外活動施設（テント、野外炊さん等） 
  ②文化学習施設 
  ③スポーツ施設 

（３）活動支援施設 
  ①キッズルーム（授乳やお昼寝、おむつ換え） 
  ②印刷室 
  ③再調理室（特別支援学校生徒対応） 

  ３．ユース・スクエア 
（１）相  談         （２）活動情報提供 
（３）利用者相互の交流  （４）ボランティア活用 

 ４．活動プログラム提供 

  ５．文化・スポーツ教室 
 小グループや家族対応プログラム提供【有料】 

（クラフト教室、野外活動、親子サイエンス教室等） 

野外アクティビティ等108種類のプログラム【有料】 
（アートクラフト、ニュースポーツ、クッキング、環境教育等） 

   ２．社 会 教 育 事 業 
 青少年の自立と社会性の発達支援が目的 
 平成３１年度は、９本の企画を実施 

【主な業務】 
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２ 運営状況 （１）貸館業・宿泊事業（施設利用統計） 

○宿泊施設とスポーツ施設の稼働率は良好である。 
○施設稼働率は安定しているが、文化施設の稼働率は相対的に低くなっている。 
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※人数は、延べ人数表記 
※区部ユース・プラザにおける宿泊施設の室稼働率は、年間の室稼働率を基に推計 

 ユース・プラザの年間利用者数と施設稼働率（東京スポーツ文化館） 

57,384  54,658  51,786  

57,642  54,427  56,817  

233,500  242,424  241,715  

H28 H29 H30

年間利用者数 

宿泊施設 文化施設 スポーツ施設 

79.6% 80.1% 
75.9% 

52.5% 
50.2% 

52.5% 

64.6% 
66.7% 

70.2% 

H28 H29 H30

施設稼働率（室稼働率） 

宿泊施設 文化施設 スポーツ施設 



２ 運営状況 （１）貸館業・宿泊事業（施設利用統計） 

○宿泊施設とスポーツ施設の稼働率は良好である。 
○文化施設は、稼働率が高いとは言えない。しかし、元々都立高校であったこともあり、教室数が多くあ 
 るため一概に利用者数が低いとは言えない。 

26 

※人数は、延べ人数表記 

 ユース・プラザの年間利用者数と施設稼働率（高尾の森わくわくビレッジ） 

34,932  33,612  33,739  

134,821  
121,565  111,067  

107,428  
110,620  

109,228  

16,224  
14,397  

15,351  

H28 H29 H30

年間利用者数 

宿泊施設 文化施設 スポーツ施設 野外活動施設 

69.8% 
67.7% 68.4% 

29% 29% 28% 

65% 
68% 

65% 

14% 
12% 13% 

H28 H29 H30

施設稼働率（室稼働率） 

宿泊施設 文化施設 スポーツ施設 野外活動施設 



青少年 

27,843人  
49% 

一般 

28,974人  
51% 

文化施設  

青少年 

119,394人  
65% 

一般 

63,809人  
35% 

スポーツ施設 

２ 運営状況 （１）貸館業・宿泊事業（利用者属性／東京スポーツ文化館） 

（ユース・プラザ事業における少年・青年の区分） 
 少 年：小学校入学１年前から小学生及び中学生まで ／ 青 年：22歳以下及び大学院生を除く学生で少年以外 
 青少年：少年と青年 ／ 一般：青少年以外 ／ その他：営利団体 

○宿泊、スポーツ施設において、青少年の利用が50％を超えており、青少年の利用が多いことがわかる。 
○文化学習施設については比較的一般利用が多いと言える。 
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少年 

16,076人  
31% 

青年 

12,513人  
24% 

一般 

23,197人  
45% 

宿泊施設 

東京スポーツ文化館（平成30年度） 



青少年 

12,104人  
79% 

一般 

2,992人  
19% 

その他 

255人  
2% 

野外活動施設 

２ 運営状況 （１）貸館業・宿泊事業（利用者属性／高尾の森わくわくビレッジ） 

青少年 

85,140人  
77% 

一般 

23,856人  
21% 

その他 

2,071人  
2% 

文化施設  

少年 

15,058人  
44% 

青年 

8,629人  
26% 

一般 

10,052人  
30% 

宿泊施設 

青少年 

93,595人  
86% 

一般 

14,634人 
13% 

その他 

999人  
1% 

スポーツ施設 

○全ての施設において、青少年の利用割合が70％を超えており、青少年の利用が多いことがわかる。 
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高尾の森わくわくビレッジ（平成30年度） 

（ユース・プラザ事業における少年・青年の区分） 
 少 年：小学校入学１年前から小学生及び中学生まで ／ 青 年：22歳以下及び大学院生を除く学生で少年以外 
 青少年：少年と青年 ／ 一般：青少年以外 ／ その他：営利団体 



42.2% 
29,680人 

73.7% 
27,137人 

平日 

土日祝 

文化施設 

２ 運営状況 （１）貸館業・宿泊事業（曜日別稼働率／東京スポーツ文化館） 

63.7% 
141,793人 

85.5% 
99,922人 

平日 

土日祝 

スポーツ施設 

52.7% 

32,703人 

64.4% 

19,083人 

平日 

土日祝 

宿泊施設 

○全ての施設において、土日祝の稼働率が高い。 
○宿泊、スポーツ施設は、平日の稼働率が50％を超えており、平日の利用もある程度は確保できている。
○相対的に、平日の文化学習施設の稼働率が低い傾向にある。 
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東京スポーツ文化館（平成30年度年間平均） 



9.0% 

9,558人 

20.0% 

5,793人 

平日 

土日祝 

野外活動施設 

２ 運営状況 （１）貸館業・宿泊事業（曜日別稼働率／高尾の森わくわくビレッジ） 

56.0% 

68,251人 

84.0% 

40,977人 

平日 

土日祝 

スポーツ施設 

67.3% 

22,041人 

71.2% 

11,698人 

平日 

土日祝 

宿泊施設 

24.0% 

68,220人 

34.0% 

42,847人 

平日 

土日祝 

文化施設 

○文化施設及び野外活動施設は全体的に稼働率が低い一方で、宿泊施設及びスポーツ施設について平日は 
  50％、土日祝は70％以上の稼働率を確保している。 
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高尾の森わくわくビレッジ（平成30年度年間平均） 



２ 運営状況 （２）社会教育事業 

事業実績 
（平成30年度） 

東京スポーツ文化館 高尾の森わくわくビレッジ 

実施事業数 ７事業 ９事業 

事業予算 7,063千円 7,346千円 

応募者 797人 618人 

参加者 367人 300人 

○「社会教育事業」は、特に公共性・社会性の強いもので、都の政策的要請を踏まえて、施設の主催
事業として行う 
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事業観点 事業例 

①東京都の施策に連動した事業 
親子での体験活動 
自然体験活動 

②青少年の自立と社会性の発達に
必要なもので先導的・誘導的な事業 

青少年企画参画事業 
青少年の自立体験活動 

③区市町村では対応しにくい事業 
青少年活動プログラム指導者等研修事業 
障害者スポーツ事業 



２ 運営状況 （２）社会教育事業 

32 

○社会教育事業の企画においては、都の政策上の要請に加え、民間（事業者）
において蓄積された情報や経験、その視点から得られる現場の問題意識等を取
り入れ、共に創っていくことにより、多角的にニーズを把握し、より現実や実
態に即した企画の実現を目指している。 
○また、実施に当たっては、民間（事業者）のノウハウや情報収集力や機動
性、柔軟性を十分に生かし、効率的かつ効果的な事業の実現を期待している。 

民間との協働の考え方（民間への期待） 

○実施する講座等については、実施前年度の５月～７月に、テーマ（趣旨・ね
らい）、主たる対象層、人数、延べ日数等について、都と事業者とがそれぞれ
の企画等を持ち寄り、都、事業者、有識者等で構成する社会教育事業等企画委
員会で検討・調整を行い、実施計画を決定する。 
○社会教育事業等企画委員会で決定された内容に基づき、都は予算要求を行
う。事業実施年度に民間事業者は主催事業を実施し、都は実施確認後に社会教
育事業の実施に係るサービス購入料を支払う。都は、随時、東京都の施策の方
針等を事業者に示す。 

実施の流れ（次ページ図 参照） 



２ 運営状況 （２）社会教育事業 

○都の事業観点や都が事前に示す施策の方針等に基づいた企画立案 
○本件施設に訪れる青少年等の傾向、特徴等の把握とそれに基づいた企画立案 
○近隣の施設、関連施設等の動向の把握とそれに基づいた企画立案 
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企画に当たって事業者に期待すること 



【業務要求水準書等】 
①施設の設置目的：青少年の自立と社会性の発達を支援する 
             ・多様な人々が集まり、様々な活動を通じて、青少年が集団の中で交流や自己表現を経験 
                 することのできる機会と場を提供 

             生涯学習の振興 
             ・（青少年に焦点を当てた施設であることに加えて）その施設や機能を有効に活用し、都民 

                 の生涯学習の場としての役割を持たせる    
 
②社教事業の考え方：社会性・公共性の強いもので、都の施策的要請を踏まえる 
             ①東京都の施策に連動した事業 ②青少年の自立と社会性に必要な先導的・誘導的事業 
                 ③区市町村等では対応しにくい事業 

 
③施設の特徴：【区部】文化・スポーツ施設を生かした多様な体験的活動 
          【多摩】地域の自然環境など、野外活動型施設を生かした多様な体験活動 

社会的・職業的自立 

社会性の発達支援 

先導的・誘導的 

都の施策に連動 区市町村では 
対応しにくい 

【区部】 
文化・スポーツ施設を 
生かした多様な体験 

２ 運営状況 （２）社会教育事業 

社会教育事業の考え方 
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【多摩】 
野外型活動施設を 
生かした多様な体験 



２ 運営状況 （２）社会教育事業（東京スポーツ文化館） 

社会教育事業の概要（平成３０年度実績） 

    事業名        ね ら い 
 対象・実施形態・ 
 実施回数 

参加者（応募者）
数 

１ 
チャレンジ・アシス
ト・プログラム 

・若者（18-30歳）グループに社会参画
や課題解決の機会を提供 

・企画コンペ方式で 
５団体程度に助成 

９グループが応募 
５団体に助成 

２ 子供のお仕事塾 ・小学校のキャリア教育の機会提供 
・小学校高学年 
・日帰り ２回 

２０名（３１名） 

３ 大江戸探検倶楽部 
・伝統文化を理解する 
・コミュニケーション力をつける 

・小学校４－６年程度 
・１泊２日 

２２名（７０名） 

４ 楽しい科学教室 
・創造力、想像力をつける 
・知的好奇心を伸ばす 

・小学校４－６年 
・日帰り ３回 

①１７名（１３９名） 
②１８名（９２名） 
③１７名（１０９名） 

５ Web動画をつくろう 
・メディアリテラシーを学ぶ 
・創造力、想像力をつける 

・中学生、高校生 
・日帰り ３回 

４１名（４７名） 

６ 
高校生世代チャレン
ジ・プログラム 

・企画力、創造力をつける 
・社会参画、社会貢献力をつける 
・コミュニケーション力をつける 

・高校生世代 
・日帰り １１回 

１８名（２６名） 

７ 親子体験IN夢の島 
・親子ふれあいの機会の提供 
・家庭、子育て力をつける 

①小・低学年と保護者、
②小・高学年と保護者 
・１泊２日×２回 

①②36組、73名 
（①54組、109名） 
（②13組、26名） 
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２ 運営状況 （２）社会教育事業（東京スポーツ文化館） 

社会教育事業の概要（令和元年度予定） 

    事業名        ね ら い 
 対象・実施形
態・ 
 実施回数 

定員 

１ 
チャレンジ・アシスト・ 
プログラム 

・若者（18-30歳）グループに社会参画
や課題解決の機会を提供 

・企画コンペ方式で 
５団体程度に助成 

応募団体の中から
審査により助成対
象団体を決定 

２ 子供のお仕事塾 ・小学校のキャリア教育の機会提供 
・小学校高学年 
・日帰り ２回 （定員 ２０名） 

３ 
親子の江戸・東京探検
倶楽部 

・伝統文化を理解する 
・コミュニケーション力をつける 

・小学校４－６年程
度 
・日帰り ２回 

（定員 ２０名） 

４ 楽しい科学教室 
・創造力、想像力をつける 
・知的好奇心を伸ばす 

・小学校４－６年 
・日帰り ３回 （定員 ２０名） 

５ 
伝統技術体験ワーク
ショップ 

・知的好奇心を伸ばす 
・伝統文化を理解する 

・高校生 
 －大学生等青年 
・日帰り ３回 

（定員 ２０名） 

６ 
高校生世代チャレン
ジ・プログラム 

・企画力、創造力をつける 
・社会参画、社会貢献力をつける 
・コミュニケーション力をつける 

・高校生世代 
・日帰り １１回 

（定員 ２０名） 

７ 
探究体験講座「ふしぎ
のタネの育て方」 

・創造力、想像力をつける 
・知的好奇心を伸ばす 

・小学校３－６年 
・日帰り ３回 （定員 ２０名） 
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２ 運営状況 （２）社会教育事業（高尾の森わくわくビレッジ） 
社会教育事業の概要（平成３０年度実績） 

    事業名        ね ら い 
 対象・実施形態・ 
 実施回数 

参加者（応募
者）数 

1 
Try!!Kids English guide 
around Mt.Takao!! 

・国際理解力をつける 
・知的好奇心を伸ばす 

・小４～小６ 
・１泊２日 ２８名（６６名） 

2 わくわくの森キャンプ 
・異年齢集団活動で社会性を獲得 
・体力向上、よりよい生活習慣の習得 

・小３～小６  
・３泊４日  

３５名（１４９名） 

3 
わくわくの森 
         YOUTH CAMP 

・中高生に学校外の場での仲間づくり
を支援する 

・中１から高３ 
・３泊４日 22名（24名） 

4 
English Camp 
 ～Let‘s communicate! 

・コミュニケーション力をつける 
・国際交流を通じて、英語に親しむ 

・中学生 
・２泊３日 

27名（32名） 

5 
小学校教師の 
 SKILL UP CAMP 

・小学校教員が野外活動指導のスキ
ルを身に付ける 

・小学校教員 
・１泊２日 

 ４名（６名） 

6 おやじと子のキャンプ 
・親子が対話する機会を提供する 
・子育て支援の情報交換を行う 

・小３～小６とその保
護者・１泊２日 

17組：36名 
   （101名） 

7 
ひとり親家庭の１ＤＡＹ 
プログラム 

・親子がゆっくり対話できる機会の提
供 
・親同士の交流機会の提供 

・５歳～小６のひとり親
家庭親子・日帰り ３
回 

51組：109名 
（84組、195名） 

8 僕たちのキャンプ 
・コミュニケーション力をつける 
・生活スキルを身に付ける 

・①中１～高３、②小３
～小６ ・１泊２日 

①９名（９名） 
②25名（29名） 

9 
ブラインドサッカーを 
やってみよう！ 

・他者理解力をつける 
・障害者スポーツの普及を図る 

・小３から中３ 
・日帰り 

 ５名（７名） 
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２ 運営状況 （２）社会教育事業（高尾の森わくわくビレッジ） 
社会教育事業の概要（令和元年度予定） 

    事業名        ね ら い 
 対象・実施形態・ 
 実施回数 

    定員 

1 
Try!!Kids English guide 
around Mt.Takao!! 

・国際理解力をつける 
・知的好奇心を伸ばす 

・小４～小６ 
・１泊２日 （定員 ２０名） 

2 わくわくの森キャンプ 
・異年齢集団活動で社会性を獲得 
・体力向上、よりよい生活習慣の習得 

・小３～小６  
・３泊４日  （定員 ３０名） 

3 
わくわくの森 
         YOUTH CAMP 

・中高生に学校外の場での仲間づくり
を支援する 

・中１から高３ 
・３泊４日 （定員 ２０名） 

4 
English Camp 
 ～Let‘s communicate! 

・コミュニケーション力をつける 
・国際交流を通じて、英語に親しむ 

・中学生 
・２泊３日 

（定員 ３０名） 

5 

小学校教師と小学校教師
になりたい大学生のための
アドベンチャープログラムの手
法を用いた学級経営講座 

・クラス運営のヒントとなるプログラム
体験によるスキルアップ 
・教育力の向上 

・小学校教員 

・教員を目指している
大学生  
・日帰り １回 

（定員 ２０名） 

6 おやじと子のキャンプ ・親子が対話する機会を提供する 
・子育て支援の情報交換を行う 

・小３～小６とその保
護者・１泊２日 

（定員 ２０組） 

7 
ひとり親家庭の１ＤＡＹ 
プログラム 

・親子がゆっくり対話できる機会の提
供 
・親同士の交流機会の提供 

・５歳～小６のひとり親
家庭親子・①日帰り 
２回 ②１泊２日 １回 

（定員 ２０組） 

8 
僕たちのキャンプ ・コミュニケーション力をつける 

・生活スキルを身に付ける 
・①中１～高３、②小３
～小６ ・１泊２日 

（①定員 １０名） 
（②定員 ２０名） 

9 
ユースソーシャルワークっ
て何？ 

・ユースソーシャルワークの理論的学習 
・基礎的支援技術の修得機会の提供 

・青少年指導者等 
・１泊２日 （定員 ２０名） 
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○青少年の活動に関する相談対応・情報提供、団体等の活動成果の発表や交流機会を提供するもので、事 
 業者により実施されているものの、多摩地域に対して区部の実績が低い傾向にある。 

平成 
26年度 

平成 
27年度 

平成 
28年度 

平成 
29年
度 

平成 
30年
度 

備考 

 相
談 

区
部 

18件 19件 19件 21件 18件  演奏や競技のやり方等の相談 

多
摩 

97件 100件 60件 87件 71件 
 運営ボランティアからの相談対応 
 ボランティア団体活動・発表の相談 

 情
報
提
供 

区
部 

93件 173件 195件 
162
件 

303
件 

 他施設の文化・スポーツ関係 
 青少年の育成に関する団体・NPO関係 

多
摩 

475件 543件 518件 
528
件 

535
件 

 近隣施設（高尾の森自然学校）で実施される青
少年の育成に関する情報等 

 交
流
機
会 

区
部 

14回 14回 13回 17回 17回 
 ミニコンサート実施 
 カローリング団体の交流会等 

多
摩 

27回 28回 26回 25回 23回 
 演奏や舞踊などの活動発表、作品展示 
 ボランティアによる理科実験教室実施等 
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２ 運営状況 （３）ユーススクエア事業 



２ 運営状況 （４）社会教育事業（課題） 

 BumB社会教育事業の課題 
    見直しの視点 

都
の
青
少
年
が
抱
え
る
課
題
を
踏
ま
え
た 

見
直
し 

① 小学生から青年層、加えて親子層まで、  
 幅広い層を網羅しているが、都の社会教育  
 事業として実施する意義が弱い。 

② 継続型事業については、回を重ねるごと  
 に参加者が減少しており、事業プログラム  
 企画方法を見直す必要がある。     

③ 各事業の協力者として、若者ボランティア 
 を活用する視点が乏しい。 

（案） 
 
 １．青少年教育に関する 
   調査研究機能 
 
 ２．区市町村の青少年施設・ 
   施策のバックアップ 
 
 ３．区市町村青少年関係職員 
   への支援（交流・研修等） 
 
 ４．都として行うべき青少年 
   教育事業 

  ① 施設の特徴を生かすといっても主催事業  
 に占める「キャンプ」の割合が多すぎる。 

 わくビレ社会教育事業の課題 

② 単発の宿泊型の事業を多く実施している  
 が、その効果が十分に見えてこない。 

社会生活をおくる上で困難を抱える 
子供・若者を支援するという観点に乏しい 

（１） 不登校・中途退学対策 

（２） 障害のある子供・若者 
  への支援 

（３） 若者の社会的自立に 
  に向けた支援 
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【参考】都における社会教育事業実施の考え方 

○社会教育法の原則は「市町村主義」 
 ・地域住民（都民）への学習機会の提供は、基本的に区市町村の役割 
 
○広域行政の立場から実施する「社会教育事業」 
 ①地域学校協働活動の普及・定着 
 ②東京都として実施すべき青少年教育事業 
 ③都立学校の開放 
 ④社会教育を行う者への研修機会の提供 
 ⑤広域的社会教育関係団体への支援 

区市町村（社会教育法第５条） 東京都（社会教育法第６条） 国（社会教育法第４条） 

地域住民の学習活動を直接的に支援 
 
・社会教育施設の設置、運営 
（公民館の設置は、区市町村の役割） 
 
・各種学級・講座、集会等の開催 
 

・民間団体や民間指導者の自発的活
動を促進する上での指導、助言 
 
  

区市町村を超えた広域的な観点から、 
 
・社会教育施設の設置、運営 
・都として行うべき社会教育事業 

・社会教育を行う者への研修（及び研
修施設の設置） 
 
・区市町村に対し、社会教育の振興に  
関する指導・助言・援助等 
 

・広域的民間団体や民間指導者の自  
発的活動を促進する上での指導助言 

   全国的な観点から、 
 
・社会教育施設の設置、運営 
 

・地方公共団体や全国的民間団
体への援助、指導、助言 
 

・社会教育の全国的な水準の向
上（指導者の資格付与等） 
 
・地方公共団体への財政支援 
 

◆ 社会教育法における区市町村・東京都・国の役割分担 
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 ３ 議事 
  （３）審議 
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第３回 令和元年１１月２５日〔月〕１８時から２０時 
 
第４回 令和元年１２月１９日〔木〕１８時から２０時 
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 ４ 今後の予定        


